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12月 定例会 (1)

開 催 日 時

開 催 場 所

1開  会

2 前回議事録の承認

3 請願

4 教育長報告

令和 3年 12月 16日 (木 )

県庁行政棟 「教育委員会室」

14時「00分

5報  告

(1)令和 4年度公立高等学校進学希望状況調査 (第 2回)の結果について

(2)令和 4年度公立小 。中学校管理職員選考試験の結果について

(3)令和 4年度栄養教諭選考試験の実施について

(5)通学路の合同点検状況について

(4)令和 4年度県立学校職員 (実習助手、寄宿舎指導員)採用試験 (第 1次試験)の結果について

(県立学校改革推進室)

(義務教育課)

(義務教育課)

(高校教育課)

(児童生徒支援課)





報 告 事 項 (可 )

県立学校改革推進室

件  名 令和 4年度公立高等学校進学希望状況調査 (第 2回 )の結果について

概  要 1 調査目的

中学校卒業予定者の各公立高等学校別・学科別の進学希望状況を集約

し、中学校において適正な進路指導を図るための基礎資料を提供する。

2 調査口 令和 3年 11月 1日 現在

3 調査対象者数  12, 065人 (昨年 12月調査 11, 940人 )

県内中学校 3年生及び特別支援学校中学部 3年生

4 調査結果

(1)進学希望者数 11, 893人 (昨年 12月 調査 11, 842人 )

高等学校 (全 日制、定時制、通信制)、 高等専門学校、

特別支援学校高等部

(2)進学希望率    98.6%(昨 年 12月調査 99.2%)

※今年度の調査から、実施回数及び時期について、昨年度までの7月 、

10月 、12月 の年 3回から7月 、 11月 の年 2回に変更し、ま

た「進学を希望するが、希望する高校等が未定である者」及び

「希望する高校等は決まつているが、希望する学科が未定である

者」について、進路未定者として取り扱い、進学希望者に含めな

いことに変更している。

(3)県内公立高等学校への課程別進学希望倍率〔進学希望者数/募集定員〕

全日制課程  0.89倍 〔 7, 981人/ 8, 920人〕

(昨年 12月 調査0.86倍 〔 7, 644人/ 8, 920人〕)

定時制課程  0。 25倍 〔   139人 /   560人 〕

(昨年 12月調査 0。 26倍 〔   146人 /   560人 〕)

通信制課程  0,11倍 〔    63人 /   600人 〕

(昨年 12月調査0, 09倍 〔    56人 /   600人 〕)
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(4)各公立高等学校・学科別の進学希望状況

別添資料のとおり

(5)その他

結果については、長崎県教育庁総務課

公立高校・県立中学校入学情報ホームページに掲載済み

(https:〃www.preinagasaki.jp/bunrui/kanko中 kyOikurbunka′

shochuko/schoo巧OhO/Singakukお ouノ )

・◎詳細データ
(1)進学希望倍率の高い学科 (上位 10学科)

3 11

高校名 学科名 倍 率

長崎工業 情報技術 2. 03停
長障西 普涌 (理系コース ) 1. 80倍
諫早農業 動物科学 1.58倍
掟世保 工業 建 築 1.55移
諌早商業 情報 1. 50倍
諫早農業 食品科学 1. 45格
長除工業 機械 1. 43倍
諌早 普通 1.42倍
佐 1件保商業 情報マーケテイング 1. 40倍
大村工業 機械 システム 1.38倍

(2)進学希望倍率の高い学校 (上位 10校 )

3 11月
高校名 倍 率

1. 42修
1.34倍

長rl寄北 1.28倍
長崎西 1. 25倍
長崎北陽台 1。 17倍
佐世保北 1,17倍
生世保西 1. 15倍
長除工業 1. 15倍
諫早農業 1.14倍

1,10倍
1. 10倍

王島海陽 1. 10倍

2 12月
高校名 倍 率

長齢北 1. 40倍
諌早 1,19倍
長崎商業 1.10倍
長峙西 1. 09倍
長l奇東 1.09倍
西陵 1.08倍
佐世保工業 1. 07倍
長賄北陽台 1. 06倍
長崎南 1. 06倍
大村工業 1.05倍

2 12

高校名 学科名 倍 率

畢騰 工業 建築 1.50倍
佐世保工業 建 築 1.45倍
長崎北 普通 1.40倍
岳障西 普涌 (理系コース ) 1:38倍
長崎工業 インテリア 1,38倍
大村工業 建築 1.28倍
壱よ亡商業 情導&処理 1. 28倍
長崎工業 情報技術 1.25倍
諌早墓業 磨業十六 1.23倍
佐世保工業 電子機械 1,20倍
島原工業 機械システム 1.20倍
大村工業 機械システム 1.20倍
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(3)進学希望倍率の高い普通科 (コ ース含む)(上位 5学科)

高校名 学科名 倍率

長齢西 普通 (理系コース) 1.80倍
諫早 普涌 1.42倍
長崎北 普涌 1.28倍
長崎北陽台 普涌 1.19倍
生世保北 普涌 1.17倍

2 12

高校名 学科名 倍率

長崎北 普通 1.40倍
長肺西 普通 (理系コース) 1.38倍
諌早 普涌 1.19倍
長崎北陽台 普涌 1.10倍
長崎東 普涌・国際 1.σ 9倍

◎その他

別添資料のうち、長崎東・佐世朱北・諫早高等学校の進学希望状況に

ついては、それぞれ併設する県立中学校以外からの進学希望者を対象とし

た数を示している。
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尚 寺 〒

学校名 学科名 定員 進学希望者教 過不足 進学希望倍率
今年度7月

調査時倍率
前年度12月

調査時倍率
備考襴

長崎東 普通日国際 160 159 -1 0.99 1.24 1.09

併設する県立長崎東
中学校からの進学者
を含む定員は280

長崎西 普通

普通 (理系コース)

【学校計】

２００

８０

２８０

206

144

350

６

６４

７０

1.03

1.80

1.17

1.79

0.98

1.38

長崎南 普通 240 263 23 1.10 1.18 1.06

長崎北 普通 240 306 66 128 1.32 1.40

長崎北陽台 普通

理数

【学校計】

２４０

４０

２８０

286

41

327

46

1

47

1.19

1.03

1.35

1.23

1.10

0.35

佐世保南 普通 240 237 -3 0.99 1.13 0.91

佐世保北 普通 120 140 20 1.17 1.23 1.02

併設する県立佐世保
北中学校からの進学
者を含む定員は240

佐世保西 普通 240 277 37 1.15 1.45 1.03

宇久 普通 40 3 -37 9.08 0.08 0.18

島原 普通

理数

【学校計】

２００

４０

２４０

174

27

201

-26

T13

-39

0.87

0.68

0.92

0.63

0,71

0.65

諫早 普通 160 227 67 1.42 1.44 1.19

併設する県立諌早高
等学校附属中学校か
らの進学者を含む定員
は280

西 陵 普通 240 264 24 1.10 1.23 1.08

諫早東 普通 80 30 -50 0.38 0.39 0.64

大村 普通

数理探究

家政

【学校計】

２４０

４０

４０

３２０

２２０

‐９

３９

２７８

・２０
嘲
・１
・４２

0.92

0.48

0.98

1.08

0.60

1.05

0.90

0.68

0.58

猶興館 普通

理数

【学校計】

120

40

160

92

18

110

８

　

２

　

０

２

　

２

　

５

中　

　

一　

　

一

0.77

0.45

0.76

0.38

0.69

0.23

松浦 地域科学 (普通)

商業

【学校計】

80

40

120

33

19

52

-47

-21

-68

0.41

0.48

0.53

0.40 0.78

学科新設

対馬 普通

商業

国際文化交流

【学校計】

‐２０
４０
４。
加

95

29

14

138

５

　

１

　

６

　

２

２

　

１

　

２

　

６

一
　

　

】
　

一
　

　

一

0.79

0,73

0,35

0.81

0.65

0.28

0,76

0。48

0.45

豊玉 普通 40 16 -24 0.40 0.33 0.28

上対馬 普通 80 30 -50 0.38 0.36. 0.36

壱岐 普通 160 156 -4 0.98 0.95 0.76 離島留学

五島 普通

衛生看護

【学校計】

‐６０

４。

２００

131

14

145

９

　

６

　

５

２

　

２

　

５

中　

　

二

0.82

0.35

0.82

0.45

0.70

0.60

離島留学

― ― ― ― ― ―奈 留 普 通 40 7 -33 0.18 0.23 0.20 離島留学
…

令和4年度 公立高等学校進学希望状況調査 (第 2回 )の結果について(調査日:令和3年 11月 可日)

所管 :長崎県教育庁総務課
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令和4年度 公立高等学校進学希望状況調査 (第2回 )の結果について(調査日:令和3年 11月 1日 )

公立全 日 等 所管 :長崎県教育庁総務課

今年度7月

調査時倍率
前年度12月

調査時倍率 備考欄進単希望者数 過不足 進学希望倍率定 員学校名 学科名

0.53 0.59 0.6542 -3880大崎 普通

0.19 0.40-61 0.2480 19西彼杵 普通

0.32 0.40 0.2738 -32
普通 120国見

0.90

0.15

0.50

0.58

35

17

52

中
５

・
２３

・
２８

0.88

0,43

０

０

０

４

４

８

小 浜 普通

総合ビジネス

【学校計】
0.94

0.42

0.60

0.96

0.42

0.70

44

11

22

77

-10

-15

-18

-43

0.81

0.42

0.55

54

26

40

120

ロカロ 普通

福祉

普通(グローカルコース)

【学校計】
0.75

0.53

-18

-13

-31

0,78

0.68

0.78

0.78

80

40

120

２

　

７

　

９

６

　

２

　

８

普通

生活総合

【学校計】

川棚

0.50

0,95

0,38

0.58

0.35

0.38

-27

-3

-26

-56

0.55

0.85

0.35

60

20

40

120

33

17

14

64

波佐見 普通

美術ロエ芸

商業

【学校計】
0.30 0.30 0.2012 -2840北松西 普通

0.46

0.45

0.54

0.45

0.55

0.35

55

18

73

５

　

２

　

７

６

　

２

　

８

中　

　

二

120

40

160

上五島 普通

電気情報

【学校計】
0,75-23 0.43 0.4040 17中五島 普通

0.90

0.53

0.45

0.98

0.65

0.65

36

20

19

75

-4

-20

-21

-45

0.90

0.50

0.48

40

40

40

120

島原農業 農業ビジネス

食品サイエンス

生活創造

【学校計】
0.95

1.18

0.98

1.23

0.73

0.85

0.63

０

２３

・
３

８

一
７

‐８

０

３９

1.00

1.58

0.93

1.20

0.83

1.45

1.00

1.15

2.33

0.73

1.18

0.63

1.58

0.75

４０

４０

４。

４。

４０

４０

４。

２８。

４０

６３

３７

４８

３３

５８

４０

３‐９

農業科学

動物科学

環境創造

農業土木

バイオ園芸

食品科学

生活科学

【学校計】

諌早農業

0,70

0.38

0.43

0.80

0.58

0.45

35

17

16

68

・
５

・
２３

・
２４

・
５２

0.88

0.43

0.40

40

40

40

120

北松農業 生物生産

食品流通

生活科学

【学校計】
1.03

0.70

0.83

0.50

0,78

0.43

41

28

69

1

-12

-11

０

０

０

４

４

８

西彼農業 食料サイエンス

生活デザイン

【学校計】
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令和4年度 公立高等学校進学希望状況調査 (第 2回 )の結果について(調査日:令和3年 11月 1日 )

公立全日 所管 :長崎県教育庁総務課

学校名 学科名 定員 進学希望者数 過不足 進学希望倍率
今年度7月

調査時倍率
前年度刊2月
調査時倍率 備考欄

1.43

0.83

1.10

0.75

2.03

1,35

0.63

1.10

2.43

1.00

0.75

0.55

2.45

2.28

0.60

1.83

1.03

0.70

1.08

0,75

1.25

1.50

0。70

1.33

長崎工業 機械

機械システム

電気

電子工学

情報技術

建築

工業化学

インテリア

【学校計】

４０

４０

４。

４。

４０

４。

４。

４０

３２。

５７

３３

４４

３０

８‐

５４

２５

４４

３６８

17

-7

4

-10

41

14

-15

4

48

佐世保工業 機械

電子機械

電気

電子工学

建築

土木

【学校計】

４０

４。

４。

４。

４０

４。

２４。

51

36

24

40

62

38

251

11

-4

-16

0

22

-2

11

1.28

0.90

0.60

1.00

1.55

0.95

2.08

0.63

0,78

1.33

1.95

1.40

0.85

1.20

1.10

0.75

1.45

1.05

鹿町工業 機械

電気

電子工学

土木技術

【学校計】

４。
４。
４。
４。
ｍ

28

32

39

25

124

-12

-8

T刊

-15

-36

0.70

0.80

0.98

0.63

1.00

0.73

0.65

0.45

0.95

0.45

0.63

0.45

島原工業 機械システム

電気電子

建築技術

【学校計】

40

40

40

120

２

　

６

　

７

　

５

２

　

３

　

３

　

９

報
・４
中３
Ｔ２５

0.55

0.90

0.93

0.78

0,83

1.00

1.20

0.93

0.85

大村工業 機械

機械システム

電気

電子工学

建築

建設工業

化学工学

【学校計】

８。

４。

４。

４。

４０

４。

４０

３２０

７２

５５

２５

２９

４９

２８

３８

２９６

・８

朽

・‐５

・‐１

９

ｉｌ２

・２

・２４

0,90

1.38

0.63

0.73

1.23

0.70

0.95

■21

1.33

0.80

0.70

1.60

0.68

0.95

1.11

1.20

1.08

0.98

1.28

0.88

0.78

佐世保商業 会計ビジネス

情報マーケティング

国際コミュニケーション

【学校計】

８０

８。

４。

２。０

67

112

32

211

-13

32

-8

11

0.84

1.40

0.80

0.81

1.40

1.18

0.73

0.93

1.10

島原商業 商業

情報処理

家政

【学校計】

40

40

40

120

29

30

36

95

-11

-10

-4

-25

0,73

0.75

0.90

0.65

0.78

lJ5

0.73

0,93

0.90

諌早商業 商業

情報

国際コミュニケーション

【学校計】

側
４０
４。
２４。

‐７５

６０

２９

２６４

15

20

… 11

24

1.09

1.50

0.73

0.92

1.60

0.95

0.33

1,05

0.68
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令和4年度 公立高等学校進学希望状況調査 (第2回 )の結果について(調査日:令和3年 11月 1日 )

(公立 所管 :長崎県教育庁総務課

離島留学への進学希望者数 (再掲 )

(備考)

O調査対象 :長崎県内中学校及び特別支援学校中学部の3年生

O普通科内コースは外数表示

前年度12月

調査時倍率
備考Ⅲ関過不足 進学希望倍率

今年度7月

調査時倍率進学希望者教学科名 定員学校名

0.39

0.78

0.53

1.23

４

　

　

　

１

５

　

３

　

５

一
　

　

　

　

一

0.33

1.08

80

40

120

６

　

３

　

９

２

４

６

壱岐商業 商業

情報処理

【学校計】

・
６

お

　

一

〇

〇

７

　

２

　

９

３

　

３

　

６

中　

　

一　

　

】

0.54

0.60

0.45

0.64

43

48

91

80

80

160

長崎鶴洋 水産

総合

【学校計】
0.76 0.73 0.89-39160 121長崎明誠 総合

0,93-13 0.89 1.17120 107総合佐世保東翔
0.98 0.92 0.84157 -3160大村城南 総合

0.55-14 0.65 0.4526総合 40平 戸

1.10 1.10 0.8888 880五島海陽 総合

0.59-55 0.31 0.2380 25総合島原翔南
1.06 1.24 0.93170 10160清峰 総合

市立高校1.34 1.65 1.10321 81240長崎商業 情報国際ビジネス

学校名 学科ロコース名 進学希望者数
今年度7月

希望者数
前年度12月

希望者数

対 馬 国際文化交流 14 11 18

壱岐 東アジア歴史・中国語 6 3 7

五 島 スポーツ 9 11 19

五島南 夢トライ 7 2 6

奈留 イングリッシユ・アイランド・スクール 3 5 1
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令和4年度 公立高等学校進学希望状況調査 (第 2回 )の結果について (調査 日:令和 3年 11月 1日 )

(公立定時制高等学校昼間部) 所管 :長崎県教育庁総務課

学校名 学科名 定員 進学希望者数 過不足 進学希望倍率
今年度7月
調査時倍率

前年度12月
調査時僧率 備考襴

鳴滝 普通 40 29 ・ 11 0,73 0.63 0,90

佐世保中央 普通 40 37 -3 0.93 0.98 0.78

(公立定時制高等学校夜間部、公立通信制高等学校 )

学校名 学科名 定員 進学希望者数 過不足 進学希望倍率
今年度7月

調査時倍率
前年度12月

調査時倍率 備考欄

鳴滝 普通

商業

【学校計】

40

40

80

7

0

7

-33

■40

-73

0.18

0.00

0.18

0.05

0.10

0.00

鳴滝 普通 300 32 -268 0.11 0.06 0.08 通信制

佐世保中央 普通

普通(エンカレッジコース)

商業(エンカレッジコース)

【学校計】

40

40

40

120

22

18

4

44

-18

-22

-36

-76

0.55

0.45

0.10

0.35

0.20

0.18

0.38

0.48

0.40

佐世保中央 普通 300 31 -269 0.10 0.05 0.11 通信制

島原 普通 40 1 -39 0.03 0.05 0.13

諫早 普通 40 4 -36 0.10 0,13 0.10

大村 普通 40 5 -35 0.13 0.05 0.05

五島 普通 40 4 -36 0.10 0.08 0.05

長崎工業 建築

工業技術

【学校計】

40

40

80

3

3

6

-37

-37

-74

0.08

0.08

0。10

0.05

0.05

0.18

佐世保工業 工業技術 40 2 -38 0.05 0.08 0.08
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件  名
令和4年度公立小 E中学校管理職員選考試験の結果について

概  要 1 試験日程

第 1次試験

第 2次試験

期 日

会 場

方 法

期 間

会 場

方 法

令和 3年 7月 31日 (土 )

長崎県教育センター

校長 :論文

教頭 :筆記試験、論文

令和 3年 10月 1日 (金)～ 29日 (金 )

長崎県庁行政棟

校長 :面接

教頭 :面接

2 選考試験結果 (前年度比較)

※ (  )は女性で内数

3 名簿登載及び通知

各市町教育委員会あて

本人あて

令和 3年 12月 1日 (水 )

令和 3年 12月 2日 (本 )

令和 4年度 令和 3年度

受験者数 登載者数 倍 率 受験者数 登載者数 倍 率

校

長
251(19) 83(12) 3.0 274(22) 97(11) 2,8

教

頭
223(32) 85(21) 2.6 283(35) 132(20) 2.1

報 告 事 項 (2)
義 務 教 育 課
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件  名 令和4年度栄養教諭選考試験の実施について

概  要 令和4年度に長崎県公立学校栄養教諭として任用するために、任用替え
の選考試験を実施する。

1 任用予定者

栄養教諭としての資質・能力を有する者を任用する。

2

但)

(2)

(3)

出願資格

長崎県公立小中学校及び義務教育学校の学校栄養職員、県立特別支

援学校の栄養士

教育職員免許法に定める栄養教諭 (一種又は二種)免許状所有者、

又は令和 4年 3月 31日 までに取得見込みの者
上記(1)の職を3年以上経験しているもの (令和4年3月 31日 現在)

3 選考試験 日時

令不日3年 12月 24日 (金)13:00ん 15:40

4 会場

県庁行政棟

5 試験内容

小論文及び面接 (模擬講話及び個人面接)

6 志願者数等

出願資格

該当者数
(R3.4.1現在)

志願者数

R3 R2

受験者数 任用者数 受験者数 任用者数

小 。中学校 5 2 1 1 0 0

特別支援学校 1 0 0 0 0 0

計 6 2 1 1 0 0

7 合格通知及び配置について

令和4年 2月 末までに合格通知を行い、令和 4年度定期人事異動にあ

わせて発令する。

報 告 事 項 (3)
義務教育課
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件名
令和 4年度県立学校職員 (実習助手、寄宿舎指導員)採用試験 (第 1次試験)の結

果について

概要 1試 験

(1)試 験 日

(2)試験会場

(3)試験内容

(4)合格者発表

令和 3年 11月 11日 (木 )

長崎県庁行政棟

①一般教養試験 ②適性検査

令和 3年 11月 30日 (火 )

2 受験者数及び合格者数

<A採用 (障害者特別採用選考)>

<B採用>

職  種

志願者数

(A)

受験者数

(B)

第1次試験

合格者数

(C)

採用

予定者数

(D)

倍率

(B)/(D)

実習助手 (理  科 ) 1 1 1

若干名実習助手 (商  業 ) 1 1 1

実習助手 (特別支援 ) 6 6 5

合  計 8 8 7 若干名

職   種

志願者数

(A)

受験者数

(B)

第1次試験

合格者数

(C) ヽ

採用

予定者数

(D)

倍率

(B)/(D)

実習助手 (理  科 ) 11 11 5 1 11. 0

実習助手 (農  業) 5 5 5 1 5. 0

実習助手 (工業機械 ) 8 7 6 2 3. 5

実習助手 (工業電気) 5 4 4 1 4. 0

実習助手 (工業化学) 4 4 4 1 4, 0

実習助手 (工業上木 ) 7 6 5 1 6. 0

実習助手 (商  業) 8 7 6 1 7, 0

実習助手 (特別支援 ) 14 14 5 1 14. 0

小  計 62 58 40 9 6. 4

寄宿舎指導員 23 23 6 1 23. 0

合  計 85 81 46 10 8. 1

報 告 事 項 (4)
高 校 教 育 課
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3 実習助手及び寄宿舎指導員第 2次試験の予定等 (第 1次試験合格者に

対 して)

(1)試 験 日   令和 3年 12月 13日 (月 )

(2)試験会場   長崎県庁行政棟

(3)試験内容   ①小論文  ②個人面接

(4)合格発表   令和4年 1月 14日 (金 )

(参考)昨年度の実施状況

実習助手及び寄宿舎指導員 (第 1次試験)

<A採用 (障害者特別採用選考)>

※障害者特別採用選考については、志願があつた校種・教科のみ掲載

<B採用>

職  種

志願者数

(A)

受験者数

(B)

第1次試験

合格者数

(C)

採用

予定者数

(D)

倍率

(B)/(D)

実習助手 (理  科 ) 3 3 3
若干名

実習助手 (特別支援 ) 11 11 5

合  計 14 14 8 若干名

志願者数等

職  種

志願者数

(A)

受験者数

(B)

第1次試験

合格者数

(C)

採用

予定者数

(D)

倍率

(B)/(D)

実習助手 (理  科 ) 13 11 6 1 1 1. 0

実習助手 (農  業) 11 11 7 1 11. 0

実習助手 (工業機械) 4 3 2 1 3. 0

実習助手 (工業化学) 5 5 4 1 5. 0

実習助手 (工業建築) 3 3 3 1 3. 0

実習助手 (特別支援) 14 14 5 1 14. 0

小  計 50 47 27 6 7. 8

寄宿舎指導員 25 25 7 2 121 5

合  計 75 72 34 8 9, 0
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報 告 事 項 (5)
児童生徒支援課

件  名
通学路の合同点検状況について

概  要 1 趣旨
本年 6月 、千葉県人街市において発生 した児童の下校中の交通事

故を受け、交通安全の観点から危険があると認められる箇所につい

て、学校、教育委員会、警察、道路管理者等による通学路の合同点

検を行い、安全対策を検討、実施することにより、通学路における

児童生徒の交通安全の確保を一層図ろうとするものである。

2 実施対象
○公立小学校の通学路

3 実施結果
               873箇 所○姑策が必要な危険箇所数

うち、学校・教育委員会の対策担当箇所  538箇 所
対策済み箇所 346箇 所

【対策例】・通学路の変
夢 と連携 した見守 り活動・ボランティラ

・   ・児童への安全教育 (道路横断や歩行指導等)

・教職員による見回 り

道路管理者の対策担当箇所
警察の対策担当箇所

4 国への報告
今回の合同点検の対策にういては、

9月 末現在 (主 に危険箇所の抽出状況 )

10月 末現在 (合 同点検状況 と対策状況)

12月 末現在 (最終報告 )

と計 3回に分けて国へ報告することとなつており、現在 10月 末時

点での数値を報告している。なお、今後 3回 目の集計 (最終報告)

において数値の増減がありうる。

5 今後の予定
○学校、市町教育委員会、警察及び道路管理者は、作成した対策案

に従つて計画的に対策を実施する。

O対策未定箇所については、引き続き、市町教育委員会、学校、警

察及び道路管理者で協議し、対策案の作成 。実施に努めていく。

所
所

箇
箇

０

６

７

０

５

１

目

目

目

回

回

回

１

２

３
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通学路における合同点検状況(令和3年 10月 31日 時点)

全小学校数

うち報告小学校数

全教育委員会数

うち報告教育委員

対策必要箇所 対策実施担当別対策箇所数

内

訳

316

3刊 6

21

2刊

刈 ネ リ 女 回
「 'I翻

873

うち、
要請の観点

698

うち、
要請の観点以外

刊75

学校・
教育委員会

538 箇所

対策済 346 箇所

本年度中に実施 刊 78 箇所

来年度以降実施 14 箇所

国土交通省 570 箇所

警察 106 箇所

対策済

通学路の変更 3
箇所

ボランティア等による
見守り活動

77
箇所

安全教育 3刊 5
箇所

その他 刊 1
箇所

本年度中に実施

通学路の変更 刊 3
箇所

ボランティア等による
見守り活動

20
箇所

安全教育 刊41
箇所

その他 31
箇所

来年度以降実施

通学路の変更 9
箇所

ボランティア等による
見守り活動

0
箇所

安全教育 1
簡所

その他 4
箇所

しのよい道路や幹線遭路の抜け道になっている道路など

車の速度が上がりやすい箇所や大型車の進入が多い箇所

事故に至らなくても、ヒヤリハツト事例があつた箇所

、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請

があつた箇所

・道路、歩道の幅が狭い、若しくは歩道がない。

・ドライバーから見て、街路樹などで死角が多く、歩行者が見えづらい。

・信号機が未設置、車の停止線や一時停止線などが消えかかつている。
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3教 参 学 第 8号

令 和 8年 7月 9日

各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課長

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 長

附属学校を置く各国公立大学法人担当課長

殿

文 部 科 学省 総 合 教 育 政 策局

男女共同参画共生社会学習・安全課長

通学路における合同点検の実施について(依頼)

先般、千葉県人街市において下校中の児童の列にトラックが突っ込み(5名 が死傷する痛

ましい事故が発生しました。

各学校においては、日頃より通学路の安全点検を実施していただいており、児童の安全確

保に万全を期していただいているところですが、今回このような事故が起きたことを受け、通学

路における交通安全を一層確実に確保することが重要であることから、文部科学省、国土交

通省及び警察庁の3省庁が連携して対応策を検討し、今般、別紙のとおり「通学路における合

同点検等実施要領」(以下「実施要領」という。)を作成しました。

これは、今回の事故に鑑み、危険箇所の取りまとめにあたつては、

・見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になつている道路など車の速度が上がりやすい箇所、

大型車の進入が多い箇所

。過去に事故に至らなくてもヒヤリハント事例があつた箇所

・保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があつた箇所

などの観点についての確認が必要との考えに立ったものです。

つきましては、当実施要領に沿つて、上記の観点を踏まえた通学路の合同点検等を通じ、

関係機関の連携による通学路の安全対策を講じていただくようお願いします。

なお、各市町村においては、これまでも学校、教育委員会、道路管理者及び地元警察署と

通学路の合同点検等を積み重ねてきていることから、全ての通学路に射する二斉の再サ点検を

改めて求めるものではなく、上記の観点を踏まえた補完的なものとして、子供の視点にも配慮

しながら、これまでの合同点検等の蓄積を十分に活用し、地域の実情を踏まえた効率的・効果

的な対応をお願いします。

また、児革生徒の安全確保?ための効率的・効果的な実施の観点から、また、教員の必要

以上め負担とならないよう、その実施に当たつては、通学路の道路管理者や地元警察署との

協働によること、また、例えばスクールガエド等の見守り活動者の力をお借りするなどの方策を

積極的に御検討願います。

各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課におかれては域内の市町村教育委員

会及び所管の学校に対し、この趣旨について周知していただくとともに、各学校において適切
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な対応がなされるよう御指導をお願いします。各都道府県私立学校主管諜におかれては所轄

の私立学校に対し、附属学校を置く各国公立大学法人担当課におかれては管下の附属学校

に対し、この趣旨について周知くださるようお願いします。

なお、本依頼に基づく実施状況について御報告いただくこととしておりますが、報告の時期

及び内容については、別途連絡いたします。

また、本件については、別添のとおり、国土交通省及び警察庁から関係機関に対しても同

様に通知されていることを申し添えます。

(本件担当)

文部科学省 総合教育政策局

男女共同参画共生社会学習・安全課

安全教育推進室 交通安全・防犯教育係

電話 03-5253-4111(内 線 2695)

E―mail
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(丹可紙)

通学路における合同点検等実施要領

文部科学省

国土交通省

警 察 庁

1

市町村 (特別区を含む。以下同じ。)立小学校の通学路

※通学路は、各学校又は教育委員会において指定しているものを指す。

なお、国立及び私立の小学校及び公立特別支援学校小学部の通学路についても、各学校及び

学校設置者の判断により、市町村立小学校に準じて実施する。また、市町村立小学校以外の公立学

校並びに小学校以外の国立学校及び私立学校についても、地域や学校の実情等を勘案し、必要に

応じて実施するものとする。

2.実施期固

下記3.(3)については令和3年 9月 末目途に、(4)1こ ついては同年10月 末目途にそれぞれ実施す

る。

ただし、地域の実情等により期間内の実施が困難な場合、遅くとも令和3年 12月 末までに、それぞ

れ実施する。

3。 実施内企

(1)実施体制 (参考1)

平成25年 12月 6日「通学路の交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取組の推進につい

て」(文都科学省、国土交通省、警察庁)1こ基づき、各市町村で構築している推進体制を活用するこ

とを基本とする。

(2)学校による危険箇所のリストアップ (参考2)

学校は、在校児童から得られた情報を活用するとともに、保護者、スクールガード等の見守り活動

者及び自治会等の協力を得て、次のような観点も踏まえた通学路のJ点検を行い、危険箇所をジストア

ップし、教育委員会に報告する。

・見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所

や大型車の進入が多い箇所

・過去に事故に至らなくても、ヒヤリハットの事例があつた箇所

。保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があつた箇所

など

なお、これまでも危険箇所の点検や合同点検等を実施していることも踏まえ、直近の合同点検の
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調査結果等から上記の観点を踏まえた再確認ができる場合には、通学路の危険箇所の現地調査は

今回新たに求めない等効率的・効果的な対応を行う。

(3)合同点検の実施及び対策必要箇所の抽出(参考3)

市町村教育委員会は、域内の学校からの報告を受け、危険箇所を取りまとめるとともに、学校、PT

A、 道路管理者及び地元警察署による合同′点検の実施を調整する。合同点検を実施する際には、で

きる限り地域住民等の意見を得るものとし、必要に応じて学校から自治会の協力を得る。

合同′煮検を完了し、学校t道路管理者及び地元若
警察署で協議の上、対策の実施について検討す

る箇所を対策必要箇所として抽出する。

なお、これまでも学校、道路管理者及び地元警祭署が合同で通学路の点検等を積み重ねてきて

いることを踏まえ、これらの合同点検等の蓄積を十分に活用した効率的・効果的な対応を行う観点か

ら、既に(2)に示した観点で合同点検等が行われている場合には、その結果を活用し新たな合同点

検を行わない等地域の実情を踏まえた対応を行う。

(4)対策案の検討。作成

市町村教育委員会及び学校は、相互に連携し、また、PTA等の協力を得て、(3)で抽出した対策

必要箇所について、道路管理者及び地元警察署から技術的な助言を得ながら、対策案を検討・作

成し、地域住民の理解を得た上で、対策案の内容に応じて、道路管理者及び地元警察署に対して

要望を行う。

(5)対策の実施

市町村教育委員会、学校、道路管理者及び地元警察署は、(4)で作成した対策案に従って計画

的に対策を実施する。その際、市町村教育委員会及び学校は、保護者等と連携を図るものとする。

なお、対策の実施に当たつては、防犯、防災等の側面にも留意する(上記 (4)についても同じ)。

(6)留意事項

上記 (4)及び (5)の対策の検討・実施等に当たっては、ソフト対策も含めて対策を検討し、可能な

ものから速やかに実施すること。

4.実施状況の報告

合同J点検の実施状況及びそれに基づく対策案の検討・作成の状況については、教育委員会で取

りまとめ、文都科学省に報告する。国は、報告を受けた各市町村等の対策必要箇所や対策案の内容

を取りまとめる。報告要領等については、別途連絡する。

5。 その他

過去に危険箇所の指摘がありつつも、継続的に関係機関等で認識されていなぃ課題が見られると
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ころ、危険箇所や対策必要箇所については、児童・保護者、地域住民、関係機関の認識を高め、広

く協力を得られるよう、地域の実情等に応じ、具体的な対策の予定の有無に関わらず、可能な限り幅

広く、各市区町村のホームページ等に公表等することが望ましい。
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(参考 1)

月可    紙

平成25年 12月 6日

文 都 科 学 省

国 土 交 通 省

警   察  庁

通学路の交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取組の推進について

これまで、通学路における交通安全の確保については、緊急合同点検を実施し、その結果

を受けた対策を推進するとともに、平成25年 5月 31日 には文都科学省、国土交通省、警察庁

による今後の取組に関する通知を発出したところであり、緊急合同点検に基づく姑策の実施

後においても、各地域において定期的な合同点検の実施や対策の改善・充実等の取組を継統

して推進することが重要である。

そこで、その取組を着実かつ効果的に実施するために必要と考える基本的な進め方を下記

のとおり文部科学省、国土交通省、警察庁でとりまとめたので、地方自治体等に通知した上

で、引き続き通学路の交通安全の確保に取り組むこととする。

記

1.推進体制の構築

地域ごとに通学路の交通安全の確保に向けた取組の基本的方針を策定するとともに、策

定した基本的方針に基づく取組を継続して推進するため、関係者で構成し、定期的に開T造

する協議会を設置する等推進体制を構築する。

推進体制の構成は、通学路における安全姑策の関係機関となる、教育委員会、学校、P

TA、 警察、道路管理者を含めることを基本とし、必要に応じて自治会代表者や学識経験

者等を加える。推進体制については、市区町村単位で構成することが望ましい。

なお、緊急合同点検時に構築した体制等既存組織がある場合は、これを活用する。

2.基本的方針の策定

1で構築した推進体制においては、各地域の実情を踏まえた合同点検や姑策の改善 e充

実等の取組を着実かつ効果的に実施するため、緊急合同点検の枠組みを活用する他、以下

の内容を含む取組の基本的方針を策定する。

(1)合同点検の実施方針

合同点検の実施時期、合同点検の体制、合同点検の実施方法等を定める。

合同点検の実施時期については、緊急合同点検の実施状況や周辺環境の変化等を踏ま
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え、毎年実施や複数年ごとの実施等、地域の実情に応じて適切に設定する。合同点検の

体制は、緊急合同点検と同様に教育委員会、学校、保護者、警察、道路管理者を含む体

制とすることを基本とする。

なお、点検の実施に当たっては、通学路の変更箇所や周辺環境に変化のあつた範囲を

対象とすることの他、地域の実情に応じて、積雪時の危険箇所や自転車通学と輻楼する

箇所を重点的に点検すること等、効率的・効果的な方法を検討することが望ましい。

(2)通学路安全確保のためのPDCAサイクルの実施方針

合同〕点検の実施・対策の捺討、対策の実施、対策効果の把握、その結果を踏まえた対

策の改善い充実を一連のサイクルとして繰り返し実施すること (PDCAサイクル)が

継続的な安全を陛向上のために必要であることから、これらを取組の基本的な考え方とし

て定める。
: なお、対策の検討、姑策の実施、対策効果の把握については、関係者間で連携 日協議

の上行う。

3,公表等

(1)基本的方針の公表                          .
基本的方針を策定した際には、地域住民、道路利用者等の協力を得るため、推進体制

のキ薄成及び基本的方針をまとめたものを、市区町村のホームページや広報誌等を活用し

て、適切に情報発信する。

なお、基本的方針の名称については、全国で統一されていることが望ましいと考える

ことから、「(OO市区町村)通学路交通安全プログラム」とすることを推奨する。ただ

】し、既に地域で同様の基本的方針を定めており、独自の名称がある場合はこの限りでは

な い 。

(2)対策箇所図、対策―党表の作成 。公表

合同点検によつて抽出した紺祭必要箇所について、関係機関で認識を共有するため、

姑策箇所図及び封策一覧表を作成し、公表する。
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(参考2)

通学路の点検の実施及び危険箇所の把握・抽出に当たつての観点

1.これまでの観点

(1)「 登下校時における幼児児童生徒の安全確保について」(平成17年 12月 6日 17文科ス第 333

号)の別紙 第 1「②通学路における要注意箇所の把握と周知徹底」

○通学路に関し、保護者や警察、自治会などの関係者の間で共通認識を得ておくべき事項

としては次のようなものが考えられる。

・危険・要注意箇所

道路が狭い、見通しが悪い、人通りが少ない、やぶや路地、倉庫、空地など人が身を

隠しやすい場所が近い、大型車が頻繁に通る 等

(2)学校安全参考資料「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」(文部科学省、平成31年改訂)

別表 3通学の安全管理 (1)「通学路の設定」および (2)「通学路の安全確保」よリー部抜粋

(通学路の設定)

○通学路の条件

・横断箇所に横断歩道、信号機が設置されたり、警察官、交通安全指導員、地域ボランティア、

保護者等の誘導が行われたりしている

。できるだけ歩車道の区別がある

。歩車道の区別がない場合、交通量 (自 転車も含む)が多い、車両の走行スピードが速い、大型

車両の往来がある、路側帯が狭い(通行する児童生徒等と車両が接近する)などの道路は避け

る

。見通しが悪い、頻繁に車両が右左折する、車両の複雑な動きがある交差点は避ける

。ガードレールが未整備の歩道は避ける

。登下校の時間帯にゴミ収集車や荷物搬入の大型車両など、特定の車両の出入りや通行量が

増加する場所は避ける など

(通学路の安全確保)

○安全確保のための方策

。通学路の表示や標識、注意喚起や安全行動を促す表示類を適切な箇所に設置する

。場所や状況により交通規制を要請する

。警察からの交通事故に関する情報 (発生箇所、事故状況など)を適宜入手し、安全管理・安全

教育に活用する など
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2.今回要請する観点

① 見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の

大型車の進入が多い箇所

② 過去に事故に至らなくても、ヒヤリハットの事例があった箇所

速度が上がりやすい箇所駕

③ 保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があつた箇所 など
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通学路の合同点検フロー
(参考 3)

ステップ1:合同点検による対策必要箇所の抽出までの流れ
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※くこれまでの観点に加え、今回要購する観点>
O見 通しのよい道路や幹線道路の抜け道になつている道路など車の速度が上がりやすい箇所や大型車の進入が多い箇所
O過 去に事故に至らなくてもヒヤリハット事例があつた箇所
O保 護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所

O学校による通学路の確認と安全点検

0学校による危険箇所のリストアップ(※ )→ 地域 (見守り活動者等)の意見を反映
O市町村教育委員会による危険箇所の取りまとめ、関係機関等との合同点検の実施

連携

ステップ2:合同点検に基づく対策案の検討・作成、対策実施の流れ

ステップ1

対策必要箇所の抽出を受けて

O対策案の検討・作成 予

C 対策の実

造増住民
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(月1"薇 1 )

令和 3年 7月 9日

国道国技第 106号
国道交安第 16号

北海道開発局建設部長

各地方整備局道路部長

沖縄総合事務局開発建設部長

殿

国土交通省道路局

国 道 ・ 技 術 課 長

環境安全・防災課長

通学路における交通安全の更なる確保 について

通学路における交通安全の確保については、平成24年の登校中の児童等の

列に自動車が突入する事故等を受けて実施 した緊急合同点検や、「通学路の交

通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取組の推進について」 (平成25年 12月 6

日付、文部科学省、国土交通省、警察庁)に基づき、各市町村における推進体

制により継続的な取組を推進 してきたところである。

しかしながら、令和 3年 6月 に見通 しの良い直線道路で下校中の児童の列に

トランクが衝突 し5名 が死傷するなど、通学路における痛ましい事故が後を絶

たない。

このことから、国土交通省、文都科学省、警察庁が連携 し、通学路における

交通安全を一層確保する取 り組みとして合向点検を実施することとした。

ついては、貴管理道路においても、別紙に示す 「通学路における合同点検等

実施要領」に基づき、下記事項に留意の上、積極的に取 り組まれたい。

また、貴管内の都道府県、政令市に封 して、本通知の内容を周知するとと

もに、実施要領に基づき、通学路の交通安全の確保に積極的に取 り組むよう依

頼されたい。あわせて、都道府県から管内の市町村 (政令市を除く)に対し、

本通知の内容を周知・依頼するようお願いされたい。

点検の結果等の報告時期、報告内容等については、別途通知する。

なお、本通知については、文都科学省及び警察庁 とも調整済みである。

参考に、別添 1に文部科学省、別添 2に警察庁より発出された文書を示す。
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記

1.合同点検の実施について

合同点検に先立ち学校が実施する危[父箇所のリス トアップについては、今回

の事故に鑑み、これまでの観点に加えて '

。見通 しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上

がりやすい箇所や大型車の進入が多い箇所
。過去に事故に至らなくても、ヒヤリハットの事例があった箇所
。保護者、見守 り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があつた箇所

などの観点についても確認することとされている。

合同〕点検の実施にあたつては、危険箇所のとりまとめが完了した市町村教育

委員会より、道路管理者等に対 して、合同点検の日程等に係る調整がなされる

こととされてお り、道路管理者におかれては、速やかに封応すること。また、

上述の観点も加えた合同点検が効果的 。効率的に進められるよう、市町村教育

委員会及び学校との連携を図 り、学校に対して子供の交通安全確保に関する助

言や情報提供等を積極的に行 うこと。

2.対策案の検討・作成やその実施

合同J点検結果を踏まえ、市町村教育委員会及び学校が、道路管理者及び警察

との協議の上対策必要箇所を抽出し、道路管理者及び警察等からの技術的助言

を得ながら対策案を検討 。作成することとされているので積極的に姑応するこ

と。その際、学校、PTA、 警察、道路管理者等によるハー ド・ソフ ト両面の

対策を総合的に検討 し、より効果的な対策となるよう留意すること。なお、対

策案の検討・作成にあたっては、地域の交通安全を早期に確保する観点から、

関係機関が実施する即効性の高いノフ ト対策も積極的に活用し、可能なものか

ら速やかに実施すること。

3.地 域住 民 との調幕 にあたつての連携 。協力

対策案の検討にあた り必要 となる地域住民等 との調整については、市町村教

育委員会及び学校が PTAと 連携のもと主体的に取 り組む こととされている

が、道路管理者においても、市町村教育委員会、学校等 と十分に連携・協力を

図ること。

以上

担当及び問い合わせ先

環境安全・防災課 道路交通安全対策室

柳 田 (80-38104)

池田 (80-38129)
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警 視 庁 交 通 部 長

各 道 府 県 警 察 本 部長

(参考送付先)

各管区警察局広域調整担当部長

(月1,恭 2)

原議保存期間 5年 (令和9年 3月 31日 まで)

有 効 期 間 二種(令和4年 3月 31日 まで)

警察庁丁規発第107号、丁交企発第282号

丁交指発第62号

令 和 3年  7 月 9 日

警 察 庁 交 通 局 交 通 規 制 課 長

警 察 庁 交 通 局 交 通 企 画 課 長

警 察 庁 交 通 局 交 通 指 導 課 長

殿

通学路における合同点検の実施について (通達)

通学路の交通安全姑策については、「通学路の交通安全の確保に向けた対策

の推進について (通達)」 (平成31年 3月 28日 付け警察庁丁規発第64号)等に

基づき取 り組んでいるところであるが、本年 6月 28日 、千葉県人街市において、

下校中の小学生の列に トランクが衝突し、 5人が死傷する痛ましい交通事故が

発生するなど、通学路における交通安全を脅かす交通事故は、いまだ後を絶た

ない。

こうした情勢を受け、文部科学省及び国土交通省 と連携 して対応策を検討し

た結果、今般、別紙のとおり「通学路における合同点検等実施要領」(以下「実

施要領」 とい う。)を作成 し、文部科学省から各都道府県・指定都市教育委員

会学校安全主管課長等に対 して別添 1の通知文書が、また、国土交通省から各

地方整備局道路部長等に対 して別添 2の通知文書が、それぞれ発出され、教育

委員会及び学校が主体となり、警察及び道路管理者 と連携 して、通学路におけ

る合同点検を実施することとなつた。

各都道府県警察においては、教育委員会、学校及び道路管理者と連携 し、下

記のとお り、通学路における合同点検を実施するとともに、実効性のある交通

安全姑策が行われるよう配意されたい。

なお、本通達の内容については、両省 と協議済みである。

記    
 ` 'I

l 実施対象、実施期間及び実施内容

実施要領のとお り。

2 報告要領

別途指示する。
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3 留意事項

(1)実施要領 3.(2)の とお り、学校が、「見通 しのよい道路や幹線道路

の抜け道になっている道路など車の速度が上が りやすい箇所や大型車の進

入が多い箇所」、「過去に事故に至らなくても、ヒヤリハ ットの事例があ

つた箇所」、「保護者、見守 り活動者、地域住民等から市町村への改善要

請があつた箇所」等を危険箇所としてリス トアップし、実施要領 3.(3)
のとお り、教育委員会が、域内の学校からの報告を受け、危険箇所を取 り

まとめるとともに、学校、PTA、 道路管理者及び地元警察署による合同

点検の実施を調整することとされていることから、これに協力すること。

特に、効果的かつ効率的な合同点検となるよう、危 [父箇所の抽出及び取

りまとめ等に関し、必要に応 じて助言及び情報提供を行 うこと。

(2)実施要領 3.(4)の とお り、教育委員会及び学校は、相互に連携 し、

対策必要箇所について、道路管理者及び地元警察署から技術的な助言を得

ながら、姑策案を検討・作成することとされていることから、これに協力

すること。

特に、交通安全施設等の整備、交通規制の実施及び交通指導取締 りにの

みとらわれることなく、広い視点に立って、学校関係者、スクールガー ド

等の見守 り活動者による登下校時の保護活動の実施や通学路の変更等を含

め、ハー ド及びソフ トの両面から有効な対策が検討 されるよう、助言する

こと。

(3)実施要領 3.(5)の とお り、教育委員会、学校、道路管理者及び地元

警察署は、対策案に従って計画的に対策を実施することとされていること

から、できる限り速やかに所要の姑策を講 じること。

(4)警察による対策の検討 。実施に当たつては、通学路及びその周辺の道路

構造、交通実態、沿道環境等を踏まえ、交差点における局所的な対策のみ

ならず、路線ごとの低速度規制や区域ごとのデーン30を積極的に検討 し、

地域住民及び道路利用者等の合意形成を図 りながら、道路管理者と連携 し

て、通学路等における速度抑制対策を推進するとともに、登下校時間帯に

限つた車両通行止めをは じめとする各種交通規制を的確に実施すること。

その上で、当該規制の実効性を確保するため、当該規制の入日等における

積極的な指導・警告を行い、違反をさせないようにするとともに、可搬式

速度違反自動取締装置を活用 した効果的な速度違反取締 りを行 うなど、登

下校時間帯に重点を置いた、真に交通事故抑止に資する交通指導取締 りを
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推進すること。

(5)合同点検の結果、防犯面における姑策案の提示があつた場合には、関係

課に情報提供するなど、適切に対応すること。
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